


※地域加算（６級地）とは、基本単位に処遇改善加算を足した金額に１０．２７円を乗じた額になります。

※上記の基本利用料は、杉戸町長が告示で定める第１号通所事業（介護予防通所介護相
当サービス）の金額に相当する金額であり、第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービ
ス）の金額が改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合
は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。

※ご不明な点がございましたら、生活相談員までお問い合わせください。

※1月あたりの利用料に加え、1日６９０円の食費がかかります。

○その他の利用料金について
※レクリエーションの材料費を、実費負担していただくことがございます。

◎第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）

サービス名称 サービスの単価等 基本利用料

３９１円

利用者負担

1割

利用者負担

2割

通所型サービス1 １，７００円 ３，４００円

通所型サービス2

利用者負担

3割

通所型サービス1回数
事業対象者・要支援１

７８１円 １，１７１円
３，９０２円

５，０９９円

通所型サービス2回数
（１回あたり）

４０２円 ８０３円 １，２０５円

３４，８４６円
３，４８５円 ６，９７０円 １０，４５４円

週1回　380単位（月4回まで） （１回あたり）

１６，９９６円

（１月あたり）

（１月あたり）

事業対象者・要支援１

１，６５５単位（月４回超）

事業対象者・要支援2

週2回　391単位（月8回まで）

事業対象者・要支援2

３，３９３単位（月８回超）

4,015円


